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1. はじめに 

本報告は、 産学官連携の 実態の理解と 今後の発展に 資す 
ることを目的として、 「民間等との 共同研究 ( 以下、 共同研 
究と略す ) 」と「受託研究」とを 取り上げ、 それらの研究支 
援制度の活用実績を 個別案件毎の 詳細データを 用いて分析 
した結果，を 取り纏めたものであ る。 ここでは、 その結果の 

一部を紹介する。 

2, 共同研究と受託研究 

共同研究とは 民間等 ( 大学等の研究の 相手先となる 国内営 

利企業、 各種法人、 地方自治体など ) から研究者と 研究経費を 

受け入れ、 大学等 ( 国立大学、 高等専門学校、 大学共同利用 
機関など ) の研究者と産業界の 研究者とが共通の 研究課題に 
ついて対等の 立場で共同して 研究を行 う ものであ り、 1983 年度 

に制度創設された。 一方、 受託研究は民間等の 委託を受けて 

大学等の研究者が 実施する研究で、 これに要する 経費を委託 

者が負担するものであ る。 共同研究と違い、 民間等の研究者の 

派遣は必要がなく、 また、 国の機関・個人・ 国際機関等からの 

委託も可能であ る。 受託研究は 1970 年度に制度創設されてい 

る 。 尚 、 受託研究は民間等から 見れば委託研究となるが、 ここ 

では制度名称の 受託研究に統一して 使用している。 

3. データベース 

分析のために、 毎年度大学等より 文部科学 省 に報告される 

共同研究及び 受託研究の「実施報告書」をソースとしてデータ 

べ ー スの構築を行った。 データベースには、 共同研究は制度 

創設された 1983 年度から 2002 年度まで、 受託研究は実施 報 

吉書の保管があ った 1995 年度から 2002 年度までの合計で 8 

万件強の研究契約データを 含んでいる。 また、 データベース 

には大学等及び 民間等の各種の 属性データを 付加し分析に 

供している。 

4, 主な分析結果 

4. 1 共同研究と受託研究の 全般的変遷 

(1) 研究実施状況 
図 1 に示すごとく、 共同研究の契約件数は 制度創設以来 増 

加しており、 特に、 1990 年代半ば以降の 増加はそれ以前に 比 

べて著い、 。 受託研究も、 例外として 2001 年度の落ち込みが 

あ るが同様の増加基調で 推移している。 共同研究との 比較で 

は、 常に受託研究の 契約件数が勝つていたが、 2002 年度に初 

めて逆転されている。 
(2) 大学等の研究連携相手 
図 2 に示す よう に共同研究で 民間等の主体を 成すのは国内 
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図 1 共同研究と受託研究の 実施状況 
営利企業 ( 以下、 企業と略す ) で有り、 実施件数の 80% 以上を占 

める。 しかし、 受託研究では 2 ㎝程度となり、 主役は約 40% を占 
める特殊法人、 公団、 及び 2001 年度以降に独立行政法人ィヒさ 

れた機関に移る。 ここで実施件数とは 大学等の相手先となる 民 

問答より見た 件数で、 1 契約に複数の 民間等が参加している 研 

究を民間等ごとに 各 1 件と看 徴 して計数したものであ る。 
このため、 共同研究と受託研究の 実施状況は 、 各々の主役 

であ る機関の実施状況に 依存し、 共同研究における 企業の 
1995 年度以降の指数関数的な 実施件数増や 受託研究におけ 
る 2001 年度の省庁再編の 影響による実施件数 減 という特徴が 

そのまま研究全般の 実施状況の変遷にも 影響を与えている。 
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図 2 民間等機関 別 累積研究実施件数の 割合 

4.2 国立大学，における 共同研究と受託研究 

Wl) 研究を実施した 国立大学 

研究を実施した 国立大学は毎年度増加しており、 2002 年度 
には 78 校で共同研究が、 また 85 校で受託研究が 実施されて 

いる。 ( 図 3) その増加数に 比して、 年度ごとの総実施件数の 
増加がより大きいため、 1 校当たりの平均実施件数は 図 1 の実 
施状況と相似的に 推移し増加の 一途を辿っている。 

このような 1990 年代学 は 以降の大学における 産学官連携 研 
究 活動の活性化は、 大学が国家及び 地域イノベーション・シス 

テムの中核として 大学自身および 企業等に認識され 始めたこと 
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と 、 また、 その期待に応えるべく 政府が連携を 後押しする法制 
度整備が進められた 結果といえる。 
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図 3 研究を実施した 国立大学教と 平均実施件数 

(2) 研究分野 
国立大学で実施した 共同研究の研究分野は、 1990 年代初 

頭まで 80% 超を占めていた 理学・工学分野が 徐々に減少し 、 

代わって保健分野や 学際分野が増加している。 他方、 受託研 
究の研究分野は 1995 年度以降にほとんど 変動なく、 理学 1 ㎝、 

工学 35% 、 農学 15% 、 保健 30% の比率で推移している。 

(3) 大学から見た 研究の地域内連携 
図 4 に示す如く、 各国立大学が 大学と同一地域内，で 民間等 

と連携し実施する 研究は、 図 1 に示した全体の 実施件数に比 
倒 し増加している。 その実施率は 共同研究で全体の 4 ㎝ 弱 、 受 
託研究で 25% 超とほぼ一定に 推移しており、 国立大学を中心と 

する産学官連携研究における 堅実な地域内ネットワークの 存 

在が確認できる。 
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図 4 国立大学の地域内連携研究の 割合の推移 

(4) 上位 20 校の研究実施状況 
国立大学を個別に 見ると、 1995 年度以降の実施件数の 累計 

では、 図 5 に示す如く l 日帝国大学及び 東京工業大学が 上位を 

占めている。 1995 年度から 2002 年度までの総実施件数に 占め 
るそれら上位 8 校の実施件数の 割合は、 共同研究で 30% 程度、 
受託研究で 50% 超となっている。 

図 6 は図 5 に示した上位 20 校に関して、 連携相手となる 民 
間等が同一地域に 所在するか或いは 征東京かを指標として 位 
置付けたものであ る。 ここでも、 共同研究は受託研究よりも 同一 
地域実施率が 高く地域内連携を 行 う 傾向が見える。 特にその 
傾向を有する 大学は、 在 東京の大学を 除くと l 日帝大以外の 大 
学 群 であ り、 l 日帝大は比較的同一地域実施率が 低い傾向があ 
る。 中でもその典型が 共同研究、 受託研究の両者において 同 
一 地域実施率の 低い東北大学であ る。 
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図 5 1995 年度以降の実施件数の 総計上位 20 校 
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図 6 上位 20 校の地域内連携状況 

4. 3 企業における 共同研究と受託研究 

(1) 研究を実施した 企業 
研究を実施した 企業は、 規模に関わりなく 企業数、 実施件数 

ともに増加している。 取り分け、 図 7 に示す如く、 中小企業。 の 

台頭が近年著しく、 共同研究において、 制度創設当初 (1983 
年度 )8 ㎝を占めていた 大企業は 1995 年度に 65% 、 2002 年度 

に 48% となり、 半数を下回る 状況となっている。 受託研究でも 大 
企業の構成比は 漸減傾向にあ り、 1995 年度に 8 概であ ったも 

のが 2002 年度には 69% まで減少している。 

また、 共同研究を実施した 累積企業数は 5527 社 (1983 ～ 

2002 年度 ) 、 受託研究では 1223 社 (1995 年度～ 2002 年度 ) を 

数える。 累積年数が異なるが、 それらの企業のうち 両 研究を実 
施した企業は 145 社で、 共同研究実施企業の 僅 ヵ 、 2.6% でしか 

ない。 また、 それら企業の 多くは著名な 大企業であ る。 
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図 7 研究支援制度を 利用した企業規模構成比率 
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(2) 新規研究参入企業。 
新規に研究支援制度を 利用して大学等と 研究を行 う 企業は 

年度を追 う ごとに増えている。 図 8 に示すよ う に、 その傾向は共 
同研究で顕著であ り、 主体となる企業は 中小企業であ る。 図 7 

における中小企業の 台頭による企業規模構成比の 変化は 、 将 

に 研究支援制度に 新規参入したこれら 中小企業の増加に 起因 

している。 尚 、 新規参入した 中小企業は、 参入直後より 複数の 
研究を実施する 企業は少なく、 自社の保有する 技術特性を生 
かすべく一つの 研究に注 力し 、 競争に打ち勝つためのコアコ 

ンピタンスを 大学等の協力のもとに 磨いている傾向が 伺える。 
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図 8 新規研究参入企業の 推移 

(3H 企業の連携 先 となる大学等 
研究を実施する 企業には、 図 9 の如く共同研究と 受託研究 

に共通して、 広範な大学等と 連携する大企業で 構成された企 
業群と特定少数の 大学と連携をする 企業群の存在を 確認でき 
る 。 広範な大学等と 連携する企業群は、 共同研究では 電気機 

械器具製造業や 一般機械器具製造業等が、 受託研究では 医 
薬品等製造業、 電気機械器具製造業等の 大企業が主体となっ 
ている。 特定少数の大学と 連携をする企業群には、 元々大学と 
のつががり強い 企業や地域色の 強い有力企業 ( 例えば電力会 

社 ) などが同一地域の 大学等と共同研究を 活発に繰り返してい 
るパターンと、 中小企業が絞り 込んだ少数の 研究を同じく 同一 

地域の大学等と 行っているパターンとがあ る。 
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図 9 研究実施企業数と 連携 先 大学等数の分布 

(4U 企業から見た 研究の地域内連携， 
企業と大学等の 地域内での連携状況は、 図 10 に示すように 

共同研究では 制度開始以来 30% から、 ， M8% の間で推移しており、 

特に 1990 年代半ばより 上昇傾向を示している。 受託研究は共 
同研究より少なく 23% 前後で推移しているが、 傾向としては 減少 

傾向にあ る。 前者は、 共同研究センタ 一の設置により 地方企業 
の産学連携が 促進されたことが 考えられ、 後者は、 企業の大学 
等の委託 先 選択基準が地理的要因よりも 実質的な事業貢献色 
を強めてきたことがあ ると考えられる。 すな む ち、 開発成果を期 
待 できる知見を 大学等が持っか 否かが委託 先 大学等の選択 

0 ポイントであ り地域内連携要素は 薄いことが伺える。 
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図 10 企業の地域内連携研究実施率の 年度 推移 

(5) 業種別に見た 研究制度利用状況 
共同研究で実施件数 ( 累積 ) が多いのは電気機械器具、 一 

般機械など比較的多様な 業種に分散しているのに 対して、 受 
託研究では医薬品等製造業が 他を圧している。 ( 図 11) これ 

は、 研究開発集約型で 研究開発費の 売上高比率が 高い業種 
であ り、 またバイオテクノロジ 一等による初期の 探索段階にお 
いては大企業であ っても資金・ 人的資源の制約から 大学知を 
生かした研究開発のアウトソーシンバとして 受託研究が選択さ 

れると考えられる。 

    
図 11 業種別累積実施件数 (1995 ～ 2002 年度 ) 

(6K 企業の研究費の 推移 
企業が負担する 研究費は、 独、 団、 地等の他の民間等の 区 

分 ( 図 2 の凡例参照 ) において受託研究費総額が 共同研究費 
総額を上回っているのに 対し、 図 12 に示すよ う に、 唯一企業の 

みが共同研究費総額が 受託研究費総額を 上回り、 且つ 2001 

年度以降その 差は拡大傾向にあ る。 このことから、 研究委託と 
いう一方的な 形ではなく、 その研究に関するノウハウを 取り込 
み他社との差別化のために 供していくといった 知財戦略の観 
，ほからも大学と "  企業が対等の 。 工場で研究できる 上 共同研究とい フ " 

枠組みが重要視されたことが 伺える。 
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図 @12 企業の砺Ⅰ ヲ巳 費の中観 多 
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4.4 ベンチヤ一企業。 における共同研究と 受託研究 

企業のうち、 ベンチャ一企業が 研究支援制度をどのように 活 
用したかをバイオテクノロジー (E 療系 ・農林水産系・ 環境系・研 

究支援系 ) 、 情報通信技術 ( 移動体通信・インターネット・ 半導 
体・表示 装 弐を対象に分析した。 研究題目を表 1 に例示した 
キーワードで 検索することにより 各研究領域を 識別し、 大企業 
やべンチヤ一企業以外の 中小企業をべンチマークとして 比較 

と分析を行った。 分析結果は以下の 通りであ る。 

表 1 研究分野の識別キーワード ( 一例 ) 
バイオテクノロジー 

SSlffi i@texaa WBk 耐 " 
抽 "" 庸 "" 細一 。 '    琳帆一 化合物   迂伝 発源。 探 " 。 " 

"" 脱肛 " 。 。 "" 胸 。 "     
再生医療   瑚 ", 。   @-f@WWi@ 

" 弗 。 """" 光合 "   w@-@y   

  は繊芭 信樹 術 
半訂 。 。 *w@@   別 。 "" 
    l Ⅱ N 0% 

MOS ブ   ラル 僧 イ / ク一ネ /@ PHS   液晶   WUWs 
EBSKft 。 槻 "     揺 " 

①産学連携へのコミットメント 

企業規模格差や 研究への参入時期を 考慮すると、 ベン 

チヤ一企業は 大企業に比して 多くの共同研究を 実施している。 
また、 医療系・農林水産系・ 研究支援系バイオではべンチヤ 一 

企業の方が大企業よりも 多くの財務資源を 割いて共同研究や 
受託研究を行っており、 これらの分野でべンチャ 一企業が産 

学連携に強くコミットしていることを 示している。 

②リンクの多様性と 集中 
ベンチャ一企業は 規模に比して 多くの大学や 大学研究者と 

のリンクを構築しているが、 そのリンクは 特定の研究者に 対して 

集中する傾向が 強い。 こうした結果は 研究分野や共同研究、 
受託研究に拘わらず 観察できる。 これは、 大企業が幅広い 研 
究ポートフォリオを 持つのに対し、 ベンチャ一企業は 稀少な研 

究資源を特定の 領域にフォーカスするためと 考えられる。 

③連携相手との 地理的近接 
大企業と比較して、 ベンチヤ一企業は 同一地域内，の 大学と 

連携する確率が 高い。 この傾向は研究分野や 共同研究、 受託 

研究に拘わらず 観察できる。 
④知識移転の 効率性 

共同研究には 専ら大学内で 行われるものと 企業と大学の 研 
究施設内で行われるものがあ る。 規模格差を考慮すると、 ベン 

チヤ一企業が 後者の形態で 大学と連携する 比率は高い。 こうし 

た傾向は医療系・ 農林水産系バイオ、 移動体通信で 顕著であ 
る。 これらの分野でべンチャ 一企業の連携範囲が 地理的に 

ローカライズされている 点が理由と考えられる。 
⑤共同研究と 受託研究の比較 

医療系バイオにおいて 大学に対して 研究委託を積極的に 行 

う製薬企業は 共同研究も積極的に 行うが、 逆に、 研究委託を積 
極的に行うベンチヤ 一企業はほとんど 共同研究を行っていな 
い。 この結果は資源制約の 厳しいべンチヤ 一企業が、 共同研 
究と受託研究を 選択的に活用していることを 示唆している。 

なる人材供給源としてではなく 独創的なシーズ 創出のための 
パートナーとして、 また、 研究開発・人材育成の 連携 先 ・委託 先 
としても意識するようになってきた。 大学自身も、 国立大学の法 
人化が行われた 現在、 大学毎に特色を 出し差別化してゆく 必 、 
要に迫られ、 また、 社会全体の「 知 」の源泉としての 社会貢献の 
役割の期待や 要請を認識し 、 自らの独創的コンセプトから 生じ 

た研究シーズに 基づく起業支援や 新産業創出支援など 様々な 
取り組みを行 い 始めている。 

こうした大学と 企業の関係は、 産学連携の発展を 促す制度 
支援やインフラストラクチャ 一の充実があ り、 それが企業社会を 
取り巻く急激な 環境の変化と 相 侯 って前述した 1990 年代半ば 
以降の産学連携研究の 急速な進展として 実を結んだことは 疑 
いない。 他力、 産学連携研究は 飽くまで 1 つの段階に過ぎなく、 
産学連携研究の 成果を社会に 還元して初めてその 目的を達 
する。 その実現の鍵ともなる 知的財産の取り 扱いはこれまで 国 
立大学において 一律に扱われ、 その結果、 知的財産権 の機動 

的な設定や譲渡を 困難にし、 有効に活用され 得なかったことも 

否定できない。 国立大学の法人化により、 共同研究及び 受託 

研究における 大学と企業の 契約は、 そうした制約をなくし、 より 

自由度の高い 双方にとってメリットのあ る関係を築くものとして 

期待されている。 そして、 産学連携が従来の 大学研究者と 企業 
研究者という 人と人の関係から、 大学組織と企業組織との 契約 
関係に変質しつつあ る。 

この ょう な制度が大きく 変革する状況の 中で、 本報告の分析 
が新たな産学連携の 関係を構築するに 当たって参考になれば 

幸 い であ る。 

なお、 本 活動は文部科学者研究振興局研究環境・ 産業連携 
課 技術移転推進室の 協力のもとに 実施しまも 
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[ 脚注 ) 
1 本稿の見解は 筆者らの見解であ り、 科学技術政策研究所の 見解で 

はない。 
2 4.2 項の分析は、 大学等のうち 国立大学のみに 絞り実施した。 
3 大学等の所在地と 民間等の所在地を 都道府県により 判断し、 同一の 

場合同一地域内と 判断した。 
4 中小企業基本法に 基づき分類を 行った。 

5 あ る年度に初めて 研究制度に参入した 企業を新規研究参入企業と 
定義した。 過去に研究の 実績があ り、 途中中断の後再開した 企業は 
新規参入企業とは 見なしていない。 

6 次の 5 要素で判別した。 ①中小企業基本法に 定める中小企業、 ② 
卸売・小売を 主たる事業としない 企業、 ③設立から 20 年未満の企業、 
④非子会社、 ⑤第三セクタ 一でない企業 

5. おわりに 

以上の分析にみるよ う に、 今日において、 企業は大学を 単 
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